
 

県民コメント実施結果 

 

 計画の改正に当たって、「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）改正版 大綱」を

示し、「埼玉県県民コメント制度に関する要綱」に基づき県民コメントを実施しました。 

 

１ 意見募集期間  令和４年１１月２８日（月）～１２月２７日（火） 
 

２ 意見総数     ４５件（意見提出者１１名） 

      人数（団体数） 意見件数 

個人 １０ ３７ 

法人   １  ８ 

合計 １１ ４５ 
 

３ 意見の反映状況 

区分 意見件数 

Ａ：意見を反映し、案を修正したもの １０ 

Ｂ：既に案で対応済みのもの  ８ 

Ｃ：案の修正はしないが、実施段階で参考とするもの １９ 

Ｄ：意見を反映できなかったもの  ５ 

Ｅ：その他  ３ 

合計 ４５ 
 

４ 項目別意見数 

項目名 意見件数 

第１章 総論  １ 

第２章 地球温暖化の現状と取組  ３ 

第３章 目指すべき将来像  ５ 

第４章 温室効果ガス削減目標  １ 

第５章 地球温暖化対策（緩和策） 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

１緩和策の体系  ４ 

２各部門・分野の緩和策 ２２ 

 (1)産業・業務   (4) 

 (2)家庭  (1) 

 (3)運輸  (2) 

 (5)吸収源  (1) 

  (6)部門横断  (3) 

  (7)エネルギー  (11) 

３施策別実施目標  ４ 

第６章 地球温暖化対策（適応策）  １ 

その他  ４ 

合計 ４５ 

（内訳） 



「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第2期）改正版」に対する御意見と県の考え方

意見数　４５件（１１名）
（反映状況の区分）
Ａ：意見を反映し、案を修正したもの
Ｂ：既に案で対応済みのもの
Ｃ：案の修正はしないが、実施段階で参考とするもの
Ｄ：意見を反映できなかったもの
Ｅ：その他

番号 大綱頁 御意見の内容 意見数 県の考え方
反映
状況

第１章　総論

1
4
5

国並みの対策となる改正を歓迎する。地球温暖化（気候変動）
は地球という巨大システムで温室効果ガスが増加していくため
長期にわたり影響が続くと予想される。未来の世代のためにも
対策を強力に進めることを望む。

1
地球温暖化対策は「待ったなし」の課題です。「第4章 温室効果ガス
削減目標」の「２ 推進の方向性」のとおり、全ての主体と「ワンチーム
埼玉」で対策を進めてまいります。

B

第２章　地球温暖化の現状と取組

2
10
11

熊谷気象台は周りを人家に囲まれアメダス観測値より１℃程度
高くなる傾向がある。日本の平均気温を算出する気象台も都市
化の影響を受けていると思われる。

1

熊谷地方気象台の観測露場は十分に広いため、人家等が気温の観
測値に与える影響は十分に小さいとみなせます。また、日本の平均
気温の算出には、可能な限り都市化の影響が少ない気象台が選定
され、そこで観測されたデータが使われています。これらの理由か
ら、御指摘の気象台の観測値については、いずれも都市化の影響を
極力排した値であると考えられます。

D

3 14
カーボンニュートラルは排出量と吸収量が同じ。吸収量は現在
と同じ。2050年の排出量を事前に明記しておくべき。このゴール
が動くようではいけない。

1

カーボンニュートラルに向けた吸収源対策としては、現行対策の推進
に加え、CCUS等新技術の実用化・導入が期待されています。また、
地方公共団体の実行計画は、国の地球温暖化対策計画に即して策
定することとされており、現時点で国が示すのは、2030年度目標達成
に向けた対策に留まっているため、本県の2050年の排出量目標を具
体的に推計することは困難です。本県のカーボンニュートラル達成に
おける具体的な数値目標は、これら国の動きや社会情勢を踏まえて
検討を進めてまいります。

C

4 14

CCUSの注釈（13）に下線部分の追記を要望する。
Carbon dioxide Capture, Utilization or Storage の略。火力発電
所や工場などからの排気ガスに含まれるCO2を分離・回収し、資
源として作物生産や化学製品、e-methane等の合成燃料の製造
に有効利用する、または地下の安定した地層の中に貯留する技
術のこと。

1 御意見を踏まえ、「合成燃料」を追記いたします。 A

第３章　目指すべき将来像

5 16

目指すべき将来像「カーボンニュートラルが実現し、気候変動に
適応した持続可能な埼玉」が実現し、人間をはじめとする生物
が安全で持続可能な地球であり続けられることを希求する。県
民として地球温暖化防止に微力ながら努力していきたい。

1
目指すべき将来像の実現には、県、事業者、県民など全ての主体が
「ワンチーム埼玉」で対策を推進する必要があります。御協力をお願
いいたします。

E

6 17
東京都のように新築住宅の一部に太陽光発電設置義務化を検
討していただきたい。

1

再生可能エネルギーの活用においては、天候に左右されやすい太
陽光発電だけを偏在して導入するのではなく、蓄電池や系統との連
携、多様なエネルギー源の確保など、バランスがより重要です。本県
の地域特性を踏まえ、安心・安全かつ実効的なエネルギー供給に繋
がる施策を検討し推進してまいります。

C

7 17
耕作放棄地への太陽光発電設備の設置促進策を検討していた
だきたい。

1

耕作放棄地は本来、農地であり、農業利用を行うことが基本となりま
すので、まずは農地への再生を推進してまいります。
なお、農地を耕作以外の目的で利用することは、法律により原則とし
て禁止されています。太陽光発電設備の設置には許可が必要です
ので、適正な設置について制度の周知を図ってまいります。

C

8 18
下線部分のとおり修正を要望する。
・CO2 排出を伴わないカーボンニュートラルなエネルギーが広く
供給され、各家庭が最適なエネルギーの選択をしています。

1
御意見を踏まえて、「再生可能エネルギーや実質的なCO2排出を伴

わないエネルギー」に修正いたします。
A

9 20
スマートメーターの注釈（34）に下線部分の追記を要望する。
電力、ガス会社等の検針・料金徴収業務に必要な双方向通信
機能や遠隔開閉機能を有した電子式メーター。

1 御意見のとおり追記いたします。 A

1/5



番号 大綱頁 御意見の内容 意見数 県の考え方
反映
状況

第４章　温室効果ガス削減目標

10 24

下線部分の追記を要望する。
ア 需要側対策　・産業部門（製造業、農業、鉱業等）
コージェネレーションシステムや高効率な産業機器の導入、燃
料転換等による削減効果を見込んでいます。

1 御意見のとおり追記いたします。 A

第５章　地球温暖化対策（緩和策）　１ 緩和策の体系

11 28

28ページの図４緩和策の体系に記載の「非化石証書の活用に
よる再生可能エネルギー・・・」の理解が難しいので注釈を付け
るとよい。45ページに非化石証書の注釈があるが、最初の使用
時点で注釈を付けた方がよい。

1
御意見のとおり、文言が最初に記載されたページに注釈を追記いた
します。

A

12 B

13 B

14 B

第５章　地球温暖化対策（緩和策）　２ 各部門・分野の緩和策　(1)産業・業務

15 31

下線部分の追記を要望する。
③県有施設における温室効果ガス排出削減対策
・EMSの活用及びESCO事業の推進
県有施設にEMSの活用やESCOを導入し、庁舎等の建築物で使
用する電気やガスなどのエネルギー使用量の削減を図ります。

A

16 32
④建築物・設備の低炭素化
・EMSの活用及びESCO事業の推進（再掲）

3 E

17 33
⑥県庁の率先行動
・EMSの活用及びESCO事業の推進（再掲）

A

18

脱炭素に向けたエネルギー使用や負荷の考え方と合わせて、
食の分野でも環境負荷や影響の高い食物を可視化し、製造者
と消費者の関係を見直す時期にきている。食の安全を保つため
の食品表示法や有機JASがあるが、環境への負荷も可視化さ
れると選択の際に役立つ。

1 御意見を今後の参考にしてまいります。 C

第５章　地球温暖化対策（緩和策）　２ 各部門・分野の緩和策　(2)家庭

19 34

エコライフDAYは10年以上埼玉県で行なわれてきた貴重な活動
であるが、近年は毎年同じ人が同じ項目をチェックしており、ア
ンケートと受け取る人も多い。毎回新しい項目にチャレンジし、
それを習慣化することでCO2の排出を削減できる。チャレンジへ
の動機付けのため名称を「エコライフチャレンジDAY」とし、チェッ
クシートも新たな取組につながる内容にしてはどうか。

1

エコライフDAYは夏と冬の年２回実施しており、その都度チェック項目
の見直しを行っております。今後も社会情勢や生活様式の変化を適
切に反映するよう努めてまいります。また、令和４年度からエコライフ
WEEKとしてエコライフDAYを一週間継続することで、定着、習慣化を
目指す取組を行っております。

C

第５章　地球温暖化対策（緩和策）　２ 各部門・分野の緩和策　(3)運輸

20 35

(3)①電動車、低燃費車の普及促進
「走行時にCO2を排出しない電気自動車（EV）」とあるが、電気を
使えば発電所でCO2が発生する。EVは温暖化対策にはならない

ため、この項目は削除すべきである。

1

国は、第６次エネルギー基本計画において、再エネの主力電源化を
徹底し、再エネに最優先の原則で取り組むとしています。また、本県
においても太陽光発電等の身近で多様な再生可能エネルギーの普
及拡大に取り組んでまいります。電動車の普及促進の取組は、これ
ら電源の脱炭素化が同時に進むことを前提としています。

D

「県有施設のエコオフィス化改修の推進」に、次のとおり追記いたしま
す。

県有施設の新築・改築や大規模改修時に当たり、ＢＥＭＳの導入を
検討します。

家庭、個人と産業、業務では考え方や方法論が基本的に異なる
ため、対象別に温室効果ガスの排出量をアピールし、個別の目
標値と対策を推進するべき。

・産業業務面は、今までの施策等をより強化する

・家庭個人面は、まず実態認識と問題への気付きを優先させ、
対策の習慣や文化づくりが大切。一例として「エコライフＤＡＹ」の
強化が、すぐできる行動ではないか。最近の県の行動は貧弱で
はないか。

第４章の表4-2に、2030年度の目標達成における各部門・分野別の
排出量の削減見込量を記載しています。また、部門・分野別の排出
量は、削減の進捗状況とともに、毎年2月頃に最新値を県のホーム
ページで公表しています。
産業・業務部門では、既存施策の拡充を図るとともに、新規施策も追
加して取り組んでまいります。家庭部門の施策であるエコライフDAY
は、新たにエコライフWEEKを実施するなど、県民の地球温暖化防止
への取組の更なる定着を図ってまいります。

3
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番号 大綱頁 御意見の内容 意見数 県の考え方
反映
状況

21 36

公用車への電動車の率先導入
電気自動車（EV）は、電気を使えば発電所でCO2が発生するた
め温暖化対策にならない。加えて、計画に記載されると各市町
村は贅沢なEVを購入し、公費を乱用することになるため、この
項目は削除すべきである。

1

国は、第６次エネルギー基本計画において、再エネの主力電源化を
徹底し、再エネに最優先の原則で取り組むとしています。また、本県
においても太陽光発電等の身近で多様な再生可能エネルギーの普
及拡大に取り組んでまいります。電動車の普及促進は、これら電源
の脱炭素化が同時に進むことを前提としています。
県では、率先行動の一環として、公用車への電動車の導入を進めて
まいります。

D

第５章　地球温暖化対策（緩和策）　２ 各部門・分野の緩和策　(5)吸収源

22 40

ソーラーシェアリングの活用、推進
見沼田んぼは使われていない農地が目立ってきている。10年間
（プラス10年）の県所有地貸出を利用した営農型太陽光発電に
収益増が期待できるので、県で提案してもらいたい。

1

首都近郊に残された大規模緑地空間である見沼田圃は、農業生産
の場であるとともに、美しい田園風景が憩いの場となっています。ま
た、治水機能も大きく、下流域の洪水被害を軽減しています。
ご提案のソーラーシェアリングの活用・推進につきましては、これらの
見沼田圃の多面的な機能を損なう恐れがあります。県所有地（農地）
につきましては、見沼田圃の保全・活用・創造に資するような利活用
を行ってまいります。

C

第５章　地球温暖化対策（緩和策）　２ 各部門・分野の緩和策　(6)部門横断

23 41

下線部分への修正を要望する。
・「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」の推進による持続可能な
まちづくり
（略）地域の特性に応じ、太陽光発電や 熱コージェネレーション
システムなどの多様な分散型エネルギーを活用し、IoTや新技
術により地域における効率的なエネルギー利用を推進します。

1 御意見のとおり修正いたします。 A

24 41
「Next川の再生の推進（新規）」の2行目「・・・川の再生に取り組
みます」の最後の句読点「。」が脱落している。

1 御指摘のとおり修正いたします。 A

25 42

エコライフDAYは10年以上埼玉県で行なわれてきた貴重な活動
であるが、近年は毎年同じ人が同じ項目をチェックしており、ア
ンケートと受け取る人も多い。毎回新しい項目にチャレンジし、
それを習慣化することでCO2の排出を削減できる。チャレンジへ

の動機付けのため名称を「エコライフチャレンジDAY」とし、チェッ
クシートも新たな取組につながる内容にしてはどうか。

1

エコライフDAYは夏と冬の年２回実施しており、その都度チェック項目
の見直しを行っております。今後も社会情勢や生活様式の変化を適
切に反映するよう努めてまいります。また、令和４年度からエコライフ
WEEKとしてエコライフDAYを一週間継続することで、定着、習慣化を
目指す取組を行っております。

C

第５章　地球温暖化対策（緩和策）　２ 各部門・分野の緩和策　(7)エネルギー

26 44

再生可能エネルギーの導入は、本来県民が主体的に進めるべ
きである。兵庫県が実施する「再エネ発掘プロジェクト」のよう
に、地域団体等の再エネ導入を補助や無利子貸付等により支
援していただきたい。

1
企業や公益的施設等が太陽光発電設備及び蓄電システムを設置
し、災害時に発電された電力を地域住民へ提供する事業に補助金を
交付するなどの支援を行ってまいります。

C

27 44

「住宅用太陽光発電の普及促進」について、太陽電池メーカー
等との具体的な連携内容を盛り込んでほしい。例えば、経済的
メリットやCO2削減量といった建築主が設置したくなる説明ス
キームを示して、これらの説明をメーカーや設置業者に求めて
いただきたい。また、既に太陽光発電を設置している県民に対し
ても体験に基づく同様の説明を求めることで、PV（太陽光発電）
設置を拡大していただきたい。

1

御意見を踏まえ、「太陽電池メーカー等と連携し、安心・安全施工の
取組を支援することにより、住宅用太陽光発電の更なる普及を促進
します。」を「太陽電池メーカー等と連携し、安心・安全施工の取組を
支援したり、維持管理等に関する県民の相談に丁寧に対応したりす
ることにより、住宅用太陽光発電のさらなる普及を促進します。」に修
正します。
また、御意見も参考にさせていただきながら、太陽光発電の普及拡
大に取り組んでまいります。

A

28 44

PV設置を希望する人が簡単に相談できる窓口を行政内に設置
して、定期的に公民館やと図書館、住宅展示場へ出向き、気候
危機の現状や再エネ、特にPVについての疑問や質問に答える
環境を整えていただきたい。PV設置や気候危機への関心喚起
が期待できる。

1
官民で連携し、県民からのＰＶ導入の検討などへの相談にも対応し
ながら、太陽光発電の普及拡大に取り組んでまいります。

C

29 44

・住宅用太陽光発電の普及促進
「神奈川ソーラーセンター」のような、太陽光発電の設置を支援
する機関をつくっていただきたい。一般県民はメーカーや業者と
の交渉等に不慣れで不安があるため、県が関係する機関が相
談・交渉を代行する事で不安を取り除いてほしい。

1
官民で連携し、県民からのＰＶ導入の検討などへの相談にも対応し
ながら、太陽光発電の普及拡大に取り組んでまいります。

C
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番号 大綱頁 御意見の内容 意見数 県の考え方
反映
状況

30 44

「北九州市サステナビリティボンド（愛称：北九州市SDGs未来
債）」を参考に環境債を起債し、PV設置費用に充当して設置者
の負担軽減に繋げていただきたい。債券は、一般県民にとって
環境配慮行動の一つとなるよう、SDGs債に応募できるようにし
ていただきたい。

1

県では令和４年度からサステナビリティボンドである「埼玉県ESG債」
を発行しています。地方債で調達した資金は公共施設の建設事業費
等に充当することとされているため、治水・治山対策などの事業に活
用し、環境問題の解決につなげてまいります。
令和４年度は「埼玉県ESG債」を法人向けに発行しましたが、御意見
を踏まえ、県民の方も購入できるよう検討してまいります。

C

31 44
新築に比べ戸数（屋根の数）が多い既築住宅へのPV設置を進
めていただきたい。建築士や設置工務店、PVをよく知る既設置
者の連携が、設置希望者の開拓に繋がると思う。

1
官民で連携し、県民からのＰＶ導入の検討などへの相談にも対応し
ながら、太陽光発電の普及拡大に取り組んでまいります。

C

32 44
東京都の条例より対象規模をもう一歩踏み込んで、新築住宅に
対する太陽光発電設置を条例で義務化していただきたい。

1

再生可能エネルギーの活用においては、天候に左右されやすい太
陽光発電だけを偏在して導入するのではなく、蓄電池や系統との連
携、多様なエネルギー源の確保など、バランスがより重要です。本県
の地域特性を踏まえ、安心・安全かつ実効的なエネルギー供給に繋
がる施策を検討し推進してまいります。

C

33 44
一般県民が不安を感じる太陽光発電の「０円設置」や「PPA」の
業者との調整等を県または県が関係する機関が代行すること
で、太陽光発電の普及を図っていただきたい。

1
官民で連携し、県民からのＰＶ導入の検討などへの相談にも対応し
ながら、太陽光発電の普及拡大に取り組んでまいります。

C

34 44
・大規模建物の新築等における太陽光発電等の導入検討
単に「導入の検討を求めます」にとどまらず、税制面での優遇な
ど具体的なインセンティブを示すべき。

1

建物の省エネルギー、省資源・リサイクル、周辺環境への配慮や緑
化対策、また、再生可能エネルギーの導入検討等により、総合的に
環境に配慮した建築物については、総合設計制度を活用した容積率
の上乗せの優遇措置の対象となります。なお、当該施策について、
第５章の「２ 各部門・分野の緩和策」の産業・業務部門に記載してい
ます。

B

35 45

・農業用貯水池等の太陽光発電への活用
良いアイデアであり強力に進めてほしい。農業用貯水池は小さ
いものが多く、浮体式は難しいため、ソーラーシェアリングのよう
な高い野立てが有効である。農協の協力も有効と考える。

1
御意見を参考にして、案件毎に適切な相談等の支援を行ってまいり
ます。

C

36 45

農地のソーラーシェアリングでは、太陽光パネル下で収穫を上
げることが求められており、この収穫がネックとなって普及が阻
害されている。荒廃農地（遊休農地）や耕作放棄地では収穫の
規定を免除し、再び農地に戻せる状態を維持することでソー
ラーシェアリングを認めるよう法改正を行なうなどして普及を図っ
ていただきたい。農協が事業主体となると効果的である。

1

令和３年３月31日付け農林水産省農村振興局長通知により、「支柱
を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許
可制度上の取扱いについて（平成30年５月15日付農振第78号農林
水産省農村振興局長通知）」が改正され、荒廃農地を再生利用する
場合は、「下部の農地における単収が、同じ年の地域の平均的な単
収と比較しておおむね２割以上減少しないこと」の基準に代えて、「適
正かつ効率的に利用されていること（農地の遊休化、捨作りをしな
い）」を適用することとなりました。
したがって、現在は“荒廃農地では収穫の規定”はありません。また、
農協が事業主体となることを一律に認めない内容の規定もありませ
ん。

B

第５章　地球温暖化対策（緩和策）　３ 施策別実施目標

37 47
「電気使用量に対する再エネ発電電力量の割合」の目標が低す
ぎるのではないか。日本全体で2019年18％（エネ庁）と言われる
なか、令和12年度（2030年）でやっと14.3％で良いのか。

1

指標「電気使用量に対する再エネ電力発電量の割合」の目標につい
ては、国のエネルギー基本計画の令和12年度（2030年度）の電源構
成を基に、県内の再生可能エネルギーが、国と同様に増加すると仮
定して設定したものです。
埼玉県では、太陽光発電以外の再生可能エネルギーポテンシャル
が小さいため、国全体と比べて再エネの導入割合が低くなっていま
すが、本目標は国と同様に再エネを増やしていくという考え方を基に
設定しており、適切な目標であると考えております。

D

38 47

電動車は普及が進んだとしても課題が残る。電動車は走行中の
見かけ上のCO2排出量はゼロでも、現状の電源構成では発電
所でのCO2排出が避けられない。また、EV等は製造段階でガソ
リン車等との比較で2倍程度のCO2が排出される。「新車販売台
数における電動車の割合」に関して、LCAでの排出量削減のた
めには、電力の再エネ等への転換が必要であり、「再エネ比率
×電動車比率」を間違えると排出量を増加させることになりかね
ない。バランスを考えた計算が必要である。

1
電動車の普及促進は、電源の脱炭素化が同時に進むことを前提とし
ています。御意見を参考に、国の取組や電力排出係数の動向を注視
しながら施策を進めてまいります。

C

39 47

指標の「電動車」にプラグインではないHVは含まれるか。車両モ
デルによっては、電力構成次第でLCAでのCO2排出量がPHVと
HVでほぼ変わらないというデータがある。当面は電動車をEV、
PHVのみとせず、ガソリン車等からHVへの転換も含めてはどう
か。

1
指標の電動車には、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃
料電池車、ハイブリッド自動車（HV）が含まれます。そのため、取組
の対象には、ガソリン車からHVへの転換も含まれています。

B

4/5
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40 47
車両が何であろうとエコドライブの必要性は変わらない。エコドラ
イブに関して各所に記載があることは大変好ましい。

1
エコドライブはCO₂の排出抑制につながります。県では、エコドライブ
講習会の開催やエコドライブアドバイザー制度の運用を通じ、引き続
きエコドライブの普及に努めてまいります。

E

第６章　地球温暖化対策（適応策）

41

ヒートアイランド現象が起きやすく気温が33度以上となる地域が
あるため、対策が必要である。ビル等高層建築物の植物緑化は
もちろんのこと、強い光や暑さへの対策として、窓の遮光や断熱
等の取組を行うべきと考える。

1

ヒートアイランド対策を施した住宅街の整備の普及啓発や、屋上緑
化・壁面緑化の支援など、ヒートアイランド対策を推進いたします。ま
た、中小企業が行う断熱対策や遮熱対策のための設備導入を支援
し、省エネ対策とともに排熱対策を促進してまいります。

B

その他

42
今回の実行計画改正版は、2050年カーボンニュートラルの目標
をクリアした内容となっている。この改正版発表を機に「ゼロカー
ボンシティ宣言」を必ず行なうこと。

1
今回の埼玉県地球温暖化対策実行計画の改正では、2050年にカー
ボンニュートラルの実現を目指すこととしています。計画の改正をもっ
て環境省が進める「ゼロカーボンシティ」の表明といたします。

C

43
絵図が少ない。県民に分かりやすく示す工夫をしていただきた
い。

1

計画の目標達成や目指すべき将来像の実現には、県、事業者、県
民など全ての主体に計画の内容を御理解いただき、「ワンチーム埼
玉」で対策を推進する必要があります。そのため、今後作成する概要
版資料等に絵図を加えるなど、分かりやすい情報発信に努めてまい
ります。

C

44
子どもたちの食を守るために、小学校、保育園、幼稚園にオー
ガニック野菜を導入できる仕組みづくりを進めていただきたい。

1

一般的な小学校、保育園、幼稚園の給食では、給食の円滑な実施の
ために、事前に作成した献立に基づき、規格がそろった食材を大量
に、安定的に調達する必要があります。また、オーガニック野菜は、
価格が従来から行われている栽培方法で作られた食材よりも高い傾
向があるなどの課題もあります。これらのことから、オーガニック野菜
を学校等の給食に取り入れることについては、現状、運営主体であ
る市町村や法人が、有機農業の普及状況など地域の実情や給食の
実施方針を踏まえて、自主的・主体的に検討されることが重要と考え
ます。

D

45
環境負荷の少ない植物性の食事の普及を進めていただきた
い。

1
環境負荷の少ない食事ということについては、エコライフＤＡＹ・ＷＥＥ
Ｋや教育副読本において、食べ残しをしない行動の普及啓発に努め
ております。御意見は参考とさせていただきます。

C

5/5


